
訪問介護・第 1 号訪問事業 

契約書別紙（兼重要事項説明書）① 

 ご利用者に対するサービスの提供開始にあたり、福岡県条例の規定に基づき、当事業者が利用者に説明

すべき重要事項は、次のとおりです。 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 株式会社 BISCUSS 

主たる事務所の所在地 〒 542-0081 

大阪府大阪市中央区南船場 1-11-9 長堀安田ビル６F 

代表者（職名・氏名） 代表取締役 森屋 和紀 

設立年月日 2015 年 9 月 29 日 

電話番号 06-4705-1020 

２．ご利用事業所の概要 

ご利用事業所の名称 訪問介護ステーション HIBISU 博多 

サービスの種類 訪問介護・第 1 号訪問事業 

事業所の所在地 〒812-0881 福岡県福岡市博多区井相田 3 丁目 4-28 

電話番号 092-404-3070 

指定年月日・事業所番号 ２０２6 年 5 月 1 日 

管理者の氏名 原谷 寿人 

通常の事業の実施地域 福岡市 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要介護状態にあるご利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居

宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確

保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよ

う、居宅サービスを提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、ご利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険

法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市区町村

や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りな

がら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止のため、適切なサー

ビスの提供に努めます。 

 

  



４．提供するサービスの内容 

訪問介護は、訪問介護員等がご利用者のお宅を訪問し、入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃

除等の家事など、日常生活上の世話を行うサービスです。具体的には、サービスの内容により、以下の区分

に分けられます。 

① 身体介護 ご利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高

めるための介助や専門的な援助を行います。 

例）起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、清拭(せいし

き)、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院･外出介助など 

② 生活援助 家事を行うことが困難なご利用者に対して、家事の援助を行います。 

例）調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など 

③ 通院等のため

の乗車又は降車の

介助 

通院や外出のため、訪問介護員等が運転する車両への乗車又は降車の介助とあ

わせて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助や、通院先もしくは

外出先での受診等の手続きや移動等の介助を行います。 

５．営業日時 

営業日 ３６５日 

営業時間 午前 ９時００分から午後１８時００分まで 

サービス提供時間 ２４時間 

  ※通常時間帯以外は加算対象の時間帯になり、料金加算されます。 

通常時間帯 早朝 夜間 深夜 備考 

８:00～18：00 6:00～8:00 18:00～22:00 22:00～翌 6:00  

※夜間・早朝：所定単位数×25/100 を加算、深夜：所定単位数×50/100 を加算 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

介護福祉士 常勤２人、 非常勤 0 人 

介護職員初任者研修課程 修了者以上のもの 常勤 2 人、 非常勤 2 人 

７．サービス提供の責任者 

ご利用者へのサービス提供の責任者は下記のとおりです。 

サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。 

サービス提供責任者の氏名 
 

 

 



８．利用料 

ご利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、ご利用者からお支払いいた

だく「利用者負担金」は、基本料金のうち、介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合の額です。

ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきま

す。 

（１） 訪問介護の利用料 

【基本料】  

サービスの内容 

基本単

位 

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担金 

（自己負担 1 割の場合） 

（＝基本利用料の１割） 

※（注２）参照 

 １回あたりの所要時間 1 割 2 割 3 割 

身
体
介
護
中
心
型 

２０分未満 163 1,664 167 3３３ 5００ 

２０分以上３０分未満 244 2,491 250 ４９９ ７４８ 

３０分以上１時間未満 387 3,951 ３９６ ７９１ 1,186 

１時間以上 567 5,789 ５７９ 1,158 1,７３７ 

所要時間１時間から計算

して所要時間 30 分を増

すごと 

82 837 83 １67 251 

生
活
援
助

中
心
型 

２０分以上４５分未満 179 1, 827 183 366 549 

４５分以上 220 2,246 225 ４50 674 

通院等のための乗車又は降車の

介助 
97 990 99 198 297 

身体介護を行った後に引き続き所

要時間20 分以上の生活援助を行

った場合(所要時間 20 分から計

算して 25 分を増すごとに)195 単

位を限度とする。 

65 663 66 132 199 

（注１）「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」において、利用者の同意を得て、同時に２人の訪問介護

員等がサービス提供した場合は、上記基本利用料の２倍の額となります。 

上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら

基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせ

します。北九州市の地域加算（1 単位：1０．21 円/7 級地）を単位に乗じます。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超え

た額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 



（２）加算・減算 

【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 
基本単

位 

基本利

用料 

利用者負担金 

1 割 2 割 3 割 

緊急時訪問介

護加算 

利用者や家族等からの要請を受け、緊急にサービ

スを提供した場合(１回につき) 
100 1,021 １03 205 ３07 

初回加算 
新規の利用者へサービス提供した場合(１月につ

き) 
２００ 2,042 ２05 ４09 ６13 

生活機能向上

連 携 加 算

（Ⅰ） 

サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーシ

ョン事業所、指定通所リハビリテーション事業所又

はリハビリテーションを実施している医療提供施設

の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした

訪問介護計画を作成し、サービス提供した場合(１

月につき) 

100 1,021 １03 205 ３07 

生活機能向上

連 携 加 算

（Ⅱ） 

指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実

施している医療提供施設の医師、理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテ

ーション、指定通所リハビリテーション等の一環と

して利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責

任者が同行する等により、共同して利用者の心身

の状況等を評価した上で生活機能向上を目的と

した訪問介護計画を作成し、連携してサービス提

供した場合(１月につき) 

200 2,042 ２05 ４09 ６13 

認知症専門ケ

ア加算（Ⅰ） 

当該加算の算定要件を満たしてお

り、対象者に対し、専門的な認知症

ケアを行った場合（１日につき） 

３ ３３ ４ ７ １０ 

認知症専門ケ

ア加算（Ⅱ）、 

当該加算の算定要件を満たしてお

り、対象者に対し、専門的な認知症

ケアを行った場 

合（１日につき） 

４ ４４ 5 9 14 

口腔連携強化

加算 

口腔の健康状態の評価を実施した

場合において、歯科医療機関及び

介護支援専門員に対し、当該評価

の結果を情報提供した場合 

50 ５５６ 56 112 １６７ 

２人の訪問介護員等による訪問介護を行った場合 所定単位数×200/100 

 



【（減算）同一敷地内建物等に居住する利用者の場合】 

（１）事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者の場合 所定単位数×90/100 

（２）同一の建物に 20 人以上利用者が居住する場合 所定単位数×90/100 

（３）事業所と同一敷地内建物等に 50 人以上利用者が居住する場合 所定単位数×85/100 

（４）事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者数が全利用者数の

90％以上の場合 
所定単位数×88/100 

 

【特定事業所加算】 

特定事業所加算（１月につき）      

特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ※３ 所定単位数の 100分の 20、10、10、3、3 

 

【処遇改善加算】 

介護職員処遇改善加算(１月につき)      

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）※３ （介護報酬総単位数※１×13.7％）※２×10.21 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）※３ （介護報酬総単位数※１×10.0％）※２×10.21 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）※３ （介護報酬総単位数※１×5.5％）※２×10.21   

            

介護職員等特定処遇改善加算(１月につき)           

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）※３ （介護報酬総単位数※１×6.3％）※２×10.21 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）※３ （介護報酬総単位数※１×4.2％）※２×10.21 

            

介護職員等ベースアップ等支援加算(１月につき)

※３ 
（介護報酬総単位数※１×2.4％）※２×10.21 

※１ 介護報酬総単位数＝基本サービス費＋各種加算減算 

※２ １単位未満の端数四捨五入 

※３ 介護職員処遇改善加算等の利用者負担額は、上記額－（上記額×負担割合（１円未満切り捨て）） 

*利用者負担額（１割、２割又は３割）の算出方法 

単位数×10.21 円＝○○円（１円未満切り捨て） 

○○円－（○○円×0.9、0.8 又は 0.7（１円未満切り捨て））＝△△円（利用者負担額） 

*利用者負担額欄は各負担割合に応じて単位数を円に換算し表示したものです。 

ただし、小数点以下は切り捨てとなるため、１ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。 

  



【重要事項説明書作成上の注意】 

上記の金額等は、令和６年１月時点の情報です。報酬改定等があった場合は、必要に応じて修正が必

要です。 

（３）キャンセル料 

① ご利用者がサービスの利用を中止する際には、すみやかに管理者又はサービス提供責任者までご

連絡下さい。 

② ご利用者またはご家族による度重なるサービスのキャンセルがある場合には、文書で通知すること

により、㈱BISCUSS では直ちにこの契約を解約する場合があります。但し、ご利用者様の容態の急

変など緊急止む得ない事情がある場合は除きます 

③  キャンセル料、サービス利用料は、発生いたしません。 

（４）支払い方法 

上記（１）から（３）までの利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求しますので、原則、

自動振替の方法によりお支払いください。振込の場合、手数料はお客様負担となります。 

なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の確認後、翌月請求書に同封にて

差し上げます。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 

サービスを利用した月の翌月の１３日（祝休日の場合は直前の平日）に、ご利

用者、ご家族が指定する口座より引き落とします。 

【収納代行会社名】：りそな決済サービス㈱（りそなネット） 

銀行振り込み 

サービスを利用した月の翌月の13日（祝休日の場合は直前の平日）までに、

事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。 

込先金融機関名：りそな(0010) 久米田 (229)  

口座番号    ：普通 0292917 

口座名義人  ：株式会社BISCUSS代表取締役 森屋和紀 

９．緊急時における対応方法 

サービス提供中にご利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主

治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

利用者の主治医 

医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

 

１０．事故発生時の対応 

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかにご利用者のご家族、担当の介護支援専門員及び

市区町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 



１１．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 
電話番号 092-404-3070 

面接場所 当事業所の相談室 

(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

福岡県国民健康保険団体連合会 

事業部介護保険課（介護サービス相談窓口） 

電話番号： 092-642-7859 

受付時間：午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

（土曜日曜、祝日、年末年始を除く） 

博多区役所保健福祉課（介護保険担当） 電話番号：092-419-1078 

 東 区役所保健福祉課（介護保険担当） 電話番号：092-645-1071 

 南 区役所保健福祉課（介護保険担当） 電話番号：092-559-5127 

 西 区役所保健福祉課（介護保険担当） 電話番号：092-895-7063 

中央区役所保健福祉課（介護保険担当） 電話番号：092-718-1145 

城南区役所保健福祉課（介護保険担当） 電話番号：092-883-4170 

早良区役所保健福祉課（介護保険担当） 電話番号：092-833-4352 

１２．第三者による評価の実施状況等 

第三者による評価の 

実施状況 

１   あり 

直近の実施日 年  月  日 

評価機関名称  

結果の開示 １    あり       ２   なし 

○2    なし 

１３．サービスの利用にあたっての留意事項 

サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解くだ

さい。 

① 医療行為及び医療補助行為 

② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い 

③ 他の家族の方に対する食事の準備 など 

（２）訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支

援専門員又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

 

 

 



1４．その他 

   （１）ご利用者が訪問介護職員の交代を希望される場合には、できる限り対応しますので前記の管理者

までご相談下さい。但し、ご利用者都合による度重なる訪問介護職員の交代希望につきましては、

サービス提供の継続が困難となり、契約終了となる場合がございます事をご了承ください。 

   （２）サービス提供を行う訪問介護職員は、㈱BISCUSS にて選出を行うものとし、ご利用者にて指名・指

定できるものではございません。 

   （３）サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 

①．訪問介護職員等に対する贈り物や飲食等のもてなしはご遠慮させて頂きます。 

②．㈱BISCUSS では安定したサービス提供のために、複数名の訪問介護職員によりサービスを提

供致します。 

③．サービスを担当するまたは担当したことがある訪問介護職員との間において、直接的に介護保

険外の自費サービスの提供を目的とする契約を締結することは出来ません。



年    月    日 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

事 業 者    所在地          福岡県福岡市博多区井相田 3 丁目 4-28 

事業者（法人）名  株式会社 BISCUSS  

                 訪問介護ステーション HIBISU 博多 

管理者職・氏名    管理者  原谷 寿人 

説明者職・氏名     

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

 

利 用 者     住 所 

 

氏 名 

 

 

署名代行者（又は法定代理人） 

住 所 

 

本人との続柄 

 

氏 名 

 

 

立 会 人    住 所 

 

氏 名 


